
●資料の訂正

平成１８年１１月２４日付 記者発表資料

「那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）沈埋函（７号函）

製作工事（低入札工事）の契約について」

において、発表資料に以下の誤りがありました。

発表資料のうち、下から３行目

（誤） 調査基準価格：２，７５１，９７０千円

（正） 調査基準価格：２，７５１，６７０千円



平成１８年１１月２４日

記 者 発 表

那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）沈埋函（７号函）

製作工事（低入札工事）の契約について

沖縄総合事務局

１．概 要

いわゆるダンピング受注については、公共工事の品質確保に支障を及ぼしかねないだ

けでなく、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるもの

であり、国民の安心・安全の確保や建設業の健全な発展を阻害するものであるため、従

来より重点的な調査を実施しているところである。

今回、標記案件については、大成建設（株）が最高評価者として調査基準価格を下回

る価格で応札したことを受け 「低入札価格調査マニュアル」に基づき低入札価格調査を、

実施したところ、大成建設（株）側より入札時に提出された工事費内訳書が下請け企業

の見積額より明らかに低い額で入札したことが認められた。

当局発注の大規模な工事では、工事原価を下回り、不当廉売が懸念される初のケース

であり、契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあるため、継続して慎重に低入

札価格調査を実施した。

その結果、１１月１４日付けで大成建設（株）代表取締役社長より誓約書（別紙）が

提出され、当局としては、以下の事項を確認したことから同社と１１月２１日付で契約

することとしましたのでお知らせします。

１）同社の積算内訳書と下請け予定業者の見積書に顕著な差異があった鋼殻製作工の

契約に当たっては下請け予定業者の見積書の金額に拠ることとし、その差異は同

社が責任を持って負担すること。

２）工事の施工に当たっては品質と安全の確保に万全の体制で対応すること。

２．低入札工事の内容

工事名 ：那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）沈埋函（７号函）製作工事

入札日 ：平成１８年９月２１日（公示日 平成１８年６月２６日）

予定価格 ：３，４９１，９７０千円

調査基準価格：２，７５１，６７０千円

最低応札価格：２，３８６，０００千円（大成建設（株 ） 応札率６８．３％）

契約日：平成１８年１１月２１日
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